
費
　
用

無
料

対
　
象

40
歳
以
上
（
昭
和
40

年
３
月
31
日
以
前
に
生
ま
れ
た

方
）
で
市
内
に
住
民
登
録
ま
た

は
外
国
人
登
録
の
あ
る
方

※
申
込
み
後
、
市
外
に
転
出
さ

れ
た
方
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

定
　
員

３
百
人

申
込
み

３
月
26
日
（
金
）
ま

で
（
必
着
）
に
、
は
が
き
に

「
成
人
歯
科
健
診
申
込
書
」
と

明
記
し
、
氏
名
（
ふ
り
が
な
）、

性
別
、
生
年
月
日
、
郵
便
番

号
、
住
所
、
電
話
番
号
を
記
入

の
う
え
、
問
合
せ
先
へ
（
電
話

不
可
）

※
平
成
16
年
度
は
抽
選
で
受
診

者
を
決
定
し
ま
す
。
抽
選
は
、

３
月
31
日
（
水
）
の
午
前
10
時

〜
11
時
に
、
健
康
セ
ン
タ
U
で

公
開
で
行
い
ま
す
。

※
平
成
16
年
度
か
ら
歯
周
病
の

検
査
も
行
い
ま
す
。

※
秋
期
に
検
診
を
希
望
す
る
方

は
、
秋
期
健
診
申
込
み
期
間
に

申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
３
月
20
日
（
土
・
祝
）
・
21

日
（
日
）
に
つ
い
て
は
窓
口
受

付
は
あ
り
ま
せ
ん
。
送
付
の
み

の
申
込
み
と
な
り
ま
す
。

※
３
月
22
日
（
月
）
か
ら
健
康

セ
ン
タ
U
、
健
康
福
祉
事
務
セ

ン
タ
U
２
階
、
東
部
・
西
部
出

張
所
、
動
く
市
役
所
に
置
い
て

あ
る
申
込
用
紙
で
も
申
し
込
み

が
で
き
ま
す
。

※
１
人
に
つ
き
、
は
が
き
１
枚

で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

※
健
診
票
は
４
月
下
旬
に
発
送

予
定
で
す
。

問
合
せ

健
康
セ
ン
タ
U
（
〒

187
―
０
０
４
３
　
学
園
東
町
一

丁
目
19
番
12
号
）
ò
042
（
３
４

６
）
３
７
０
０

東
京
都
で
は
、
67
歳
〜
69
歳

の
方
で
、
本
人
の
所
得
が
下
表

（
参
考
）
の
基
準
額
以
下
の
人

に
対
し
て
病
院
な
ど
で
受
診
し

た
と
き
、
窓
口
で
支
払
う
自
己

負
担
金
の
一
部
を
助
成
し
て
い

ま
す
。
た
だ
し
、
健
康
保
険
未

加
入
者
や
社
会
保
険
の
被
保
険

者
本
人
は
対
象
に
な
り
ま
せ

ん
。今

回
は
、
平
成
16
年
度
に
新

規
に
対
象
と
な
る
方
の
申
請
を

受
け
付
け
ま
す
。

現
在
、
√
医
療
証
を
お
持

ち
の
方
で
７
月
以
降
も
継
続
し

て
対
象
に
な
る
方
は
、
新
た
に

申
請
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ

ん
。
平
成
16
年
度
の
所
得
を
確

認
後
に
√
医
療
証
を
お
送
り

し
ま
す
。

対
　
象

昭
和
11
年
７
月
１
日

か
ら
昭
和
12
年
６
月
30
日
ま
で

に
生
ま
れ
た
方

提
出
書
類

健
康
保
険
証
、
印

鑑※
対
象
者
の
審
査
は
、
平
成
16

年
度
の
所
得
が
確
定
次
第
決
定

し
、
７
月
１
日
か
ら
適
用
さ
れ

ま
す
。
所
得
超
過
で
対
象
に
な

ら
な
い
方
に
も
連
絡
し
ま
す
。

※
新
規
・
継
続
で
対
象
に
な
っ

た
方
に
は
、
√
医
療
証
を
６

月
末
に
お
送
り
し
ま
す
。

※
加
入
の
健
康
保
険
証
が
変
更

に
な
っ
た
場
合
は
、
必
ず
届
け

出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

申
請
先

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
、
東
部
・

西
部
出
張
所
、
動
く
市
役
所

問
合
せ

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
ò
042
（
３
４
６
）
９
５
３
８

認
定
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
√
加
入
者
の
入
院
時
に
か

か
る
食
事
代
の
減
額
は
、
別
に

保
険
者
に
申
請
が
必
要
で
す
。

問
合
せ

高
齢
者
福
祉
課
医
療

係
（
市
役
所
１
階
）
ò
042
（
３

４
６
）
９
５
３
８

と
　
き

５
月
１
日
（
土
）
〜

６
月
30
日
（
水
）

と
こ
ろ

指
定
医
療
機
関

平成１６（2004）.３.２０3

※基準額は収入金額ではありません。収入金額から
　所得控除額（一部を除く）を差し引いた額です。

扶養親族の数

０人

１人

２人

３人以上

基準額

2,572,000円

3,052,000円

3,432,000円

１人につき38万円加算

√助成制度　本人所得（平成14年分）基準額（参考）

月
50
L
を
限
度
と
し
て
、
１

L
に
つ
き
ガ
ソ
リ
ン
税
額
相
当

分
54
円
を
補
助
し
ま
す
。

請
求
方
法

４
月
１
日
（
木
）

か
ら
12
日
（
月
）
ま
で
に
、
１

月
〜
３
月
分
の
領
収
書
と
印

鑑
、
受
給
者
カ
U

ド
を
持
参

し
、
障
害
者
福
祉
課
（
健
康
福

祉
事
務
セ
ン
タ
U
１
階
）
、
東

部
・
西
部
出
張
所
、
高
齢
者
福

祉
課
医
療
係
（
市
役
所
１
階
）

へ※
休
日
な
ど
に
よ
り
、
今
回
の

請
求
期
間
は
通
常
（
10
日
ま

で
）
と
は
異
な
っ
て
い
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
支
払
い
は
、
５
月
下
旬
の
予

定
で
す
。

問
合
せ

障
害
者
福
祉
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
４
０

た
柔
道
整
復
師

に
よ
る
施
術
を

受
け
た
件
数
は

６
百
94
件
、
そ

の
医
療
費
は
１

千
百
８
万
５
百

23
円
で
し
た
。

通
知
は
、
今

月
下
旬
に
送
付

し

ま

す

が

、

「
医
療
費
の
額
」

は
保
健
診
療
分

の
み
で
、
自
由

診
療
や
差
額
ベ

ッ
ド
代
な
ど
保

険
適
用
外
の
も

の
は
含
ま
れ
て

い
ま
せ
ん
。

※
こ
の
通
知
を

受
け
て
も
、
ほ

か
に
手
続
き
な

ど
を
す
る
必
要

は
あ
り
ま
せ

ん
。

問
合
せ

高
齢

者
福
祉
課
医
療

係
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
３
８

老
人
保
健
法
に
よ
る
医
療
を

受
け
て
い
る
皆
さ
ん
の
う
ち
、

平
成
15
年
９
月
に
診
療
を
受
け

た
方
、
お
よ
び
柔
道
整
復
師
に

よ
る
施
術
を
受
け
た
方
で
、
10

月
に
請
求
が
あ
っ
た
も
の
に
つ

い
て
、
一
部
負
担
金
を
含
む
医

療
費
の
額
を
お
知
ら
せ
し
ま

す
。こ

の
通
知
は
、
皆
さ
ん
に
健

康
へ
の
関
心
と
医
療
費
に
対
す

る
認
識
を
深
め
て
い
た
だ
く
と

と
も
に
、
老
人
保
健
制
度
を
理

解
し
て
い
た
だ
く
た
め
に
行
っ

て
い
ま
す
。

市
内
の
昨
年
９
月
の
老
人
保

健
対
象
者
は
１
万
７
千
４
百
47

人
で
、医
院
・
病
院
な
ど
で
受
診

し
た
件
数
は
４
万
２
千
２
百
６

件
で
す
。
そ
の
医
療
費
は
９
億

８
千
２
百
９
万
９
千
７
百
90
円

で
し
た
。
10
月
に
請
求
の
あ
っ

日
　
程

左
表
の
と
お
り

と
こ
ろ

健
康
セ
ン
タ
U

※
車
で
の
来
場
は
ご
遠
慮
く
だ

さ
い
。

費
　
用

無
料

問
合
せ

健
康
セ
ン
タ
U
ò
042

（
３
４
６
）
３
７
０
０

福
祉
タ
ク
シ
U
利
用
料
金
の

補
助
を
受
け
て
い
る
方
に
、
平

成
16
年
度
分
の
利
用
券
を
配
布

し
ま
す
。
利
用
券
は
４
月
１
日

か
ら
、
さ
く
ら
色
に
変
わ
り
ま

す
。

※
平
成
15
年
度
分
の
利
用
券

（
黄
色
）
は
、
４
月
１
日
以
降

使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※
利
用
券
の
裏
面
に
記
載
の
あ

る
タ
ク
シ
U
会
社
の
み
利
用
で

き
ま
す
。

と
　
き

３
月
25
日
（
木
）
か

ら配
布
場
所

障
害
者
福
祉
課

（
健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
U
１

階
）
、
東
部
・
西
部
出
張
所
、

高
齢
者
福
祉
課
医
療
係
（
市
役

所
１
階
）

持
ち
物

印
鑑
、
利
用
者
カ
U

ド
、
身
体
障
害
者
手
帳
ま
た
は

愛
の
手
帳

日
常
生
活
を
営
む
の
に
著
し

く
支
障
が
あ
る
ひ
と
り
親
家
庭

に
対
し
て
一
定
の
期
間
、
ホ
U

ム
ヘ
ル
パ
U
を
派
遣
し
ま
す
。

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ

さ
い
。

問
合
せ

障
害
者
福
祉
課
ò
042

（
３
４
６
）
９
５
４
０

乳幼児健康診査　日程
健診名

３～４か月児
健康診査

１歳６か月児
健康診査

３ 歳 児
健康診査

対　象

平成15年12月生

平成16年１月生

平成14年９月生

平成14年10月生

平成13年３月生

平成13年４月生

 健診日

４月14日(水)

４月28日(水)

５月12日(水)

５月26日(水)

４月１日(木)

４月15日(木)

５月６日(木)

５月20日(木)

４月８日(木)

４月22日(木)

５月13日(木)

５月27日(木)

持ち物

･･母子健康手帳
･健康保険証､印鑑
･アンケート用紙

･母子健康手帳
･健康保険証､印鑑
･アンケート用紙
･歯ブラシとコップ

 ･母子健康手帳
 ･健康保険証､印鑑
・アンケート用紙
　(２種類)
 ･子どもの尿
 ･歯ブラシとコップ

※対象のお子さんには､健診日の前月20日前後に通知します。

問
合
せ

児
童
課
ò
042
（
３
４

６
）
９
５
４
４

一定以上
の所得が
ある方

２割

１割一般の方

１割   8,000円

24,600円

40,200円

72,300円＋（医療費
が361,500円を超え
た場合は、超えた分
の１％）

15,000円

12,000円

40,200円

外来
（個人ごと）

負担
割合

入院＋外来
（世帯ごと）※１

※２

※３

入院時食事代

300円

780円

780円

650円
（90日まで）

500円
（91日以上）

市
・
都
民
税

非
課
税
世
帯
の
方

区分Ⅱ

区分Ⅰ

※１　世帯ごとの合計金額には、同じ世帯内の　加入者どうし、または　
　　加入者どうしの医療費を合算できます。
※２　過去12か月間に４回以上高額医療費に該当した場合、４回目以降
　は、40,200円。
※３　区分Ⅱの方で過去12か月の間に91日以上入院していた方は申請してく
　ださい。

老
福

福

祉

タ

ク

シ

ー

利

用

券

の

配

布

ひ

と

り

親

家

庭

ホ

ー

ム

ヘ

ル

プ

サ

ー

ビ

ス

乳
幼
児
健
康
診
査

老

人

保

健

医

療

費

通

知

を

お

送

り

し

ま

す

老
・
√
老
人
医
療
受
給
者
証
を
お
持
ち
で

市
・
都
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
は
手
続
き
を

春期成人歯科健診
申込み受付中

√
医

療

費

助

成

制

度

新

規

申

請

を

開

始

平日準夜応急診療 ※診療受付時間は午後10時15分までです。

日　　程 診 療 時 間 と 　 こ 　 ろ 科目 所　在　地 電 話 番 号

月曜～土曜日
（祝日、年末年始を除く）

 午後7時30分～
10時30分 

¡小平市医師会
平日準夜応急診療所

内・小 学園東町1－19－12
（健康センター内）

042（346）3706

東京都実施の救急診療の問合せ

相談員受付・24時間
042（521）2323東京消防庁テレホンサービス
03（5272）0303ひまわり情報センター夜間休日診療案内

日　　程 診 療 時 間 医 療 機 関 名 所 　 在 　 地 電 話 番 号

午前9時～午後5時
3月20日(土・祝)

午後5時～10時

午前9時～午後5時
3月21日(日)

午後5時～10時

午前9時～午後5時
3月28日(日)

午後5時～10時

休日応急診療医休日応急診療医(内科内科・小児科小児科)
※いずれも当番医は変更になる場合があります。
問合せは042（346）3706へ。小平市ホームページ、携帯
電話・Lモード用ホームページでもご覧になれます。

ちあきこどもクリニック
井上耳鼻咽喉科医院
竹 井 医 院
木の花クリニック
高 橋 医 院
加来内科クリニック
岡部こどもクリニック

仲 谷 ク リ ニ ッ ク
松 清 医 院
足 利 ク リ ニ ッ ク

学園東町3－3－36
花小金井3－5－40
学園西町3－21－17

042(341)5270
0424(63)8128
042(344)1510

午前9時～午後5時
4月 4 日(日)

午後5時～10時

原田内科クリニック
加賀美クリニック

栄町2－10－6
花小金井南町1－13－7
鈴木町1－104
小川町2－1959－1
学園西町2－4－5
小川町2－1858
小川町1－512－12
小川東町4－3－1
小川東町5－5－1

042(349)2012
0424(61)8668
042(322)6161
042(349)2424
042(341)5118
042(345)7000
042(349)1152
042(348)8661
042(341)0655

休日歯科応急診療医
日　　程 診 療 時 間 医 療 機 関 名 所 　 在 　 地 電 話 番 号

3月20日(土・祝) 午前9時～午後5時
3月21日(日) 午前9時～午後5時
3月28日(日)
4月 4 日(日)

野 中 歯 科 医 院
一 橋 学 園 歯 科

学園西町2－14－20　椎ノ木ビル
学園西町2－13－37　カミデビル2階

042(341)3957
042(345)8181

午前9時～午後5時
午前9時～午後5時

み は ら 歯 科
松 本 歯 科 医 院

中島町28－10　師岡ビル2階
小川町1－73－3　浅野屋ビル3階

042(343)1814
042(344)8241

昭
和
11
年
７
月
１
日
〜
昭
和
12
年
６
月
30
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
方

心
身
障
害
者
自
動
車

ガ

ソ

リ

ン

費

の

補

助

請

求

を

老
・
√
医
療
受
給
者
証
を
お

持
ち
で
、
市
・
都
民
税
非
課
税

世
帯
の
方
は
、
下
表
の
低
所
得

区
分
Ⅱ
・
Ⅰ
に
該
当
し
ま
す
の

で
、
「
限
度
額
適
用
・
標
準
負

担
額
減
額
認
定
証
」
の
申
請
手

続
き
が
必
要
で
す
（
√
の
方

は
区
分
Ⅱ
の
み
）
。
申
請
が
済

ん
で
い
な
い
方
は
、
申
請
を
し

て
く
だ
さ
い
。

市
・
都
民
税
未
申
告
の
方

は
、
非
課
税
世
帯
の
確
認
が
で

き
な
い
た
め
、
平
成
14
年
中
の

所
得
を
確
認
で
き
る
も
の
（
年

金
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
）
を
持

参
の
う
え
、
市
民
税
課
（
市
役

所
２
階
）
ま
た
は
、
東
部
・
西
部

出
張
所
で
所
得
の
申
告
を
し
て

く
だ
さ
い
。
未
申
告
の
状
態
で

す
と
低
所
得
者
区
分
Ⅱ
・
Ⅰ
の


